
 
 

管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
三
号 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
八
条
の
四
第
一
項
中
「
主
幹
（
副
課
長
を
含
む
。（
第
百
四
十
条
の
二
の
表
中
欄
に
お
い
て
同

じ
。
）
）
又
は
副
所
長
（
副
場
長
、
支
所
長
、
部
長
及
び
担
当
部
長
を
含
む
。（
第
百
四
十
条
の
二
の

表
中
欄
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
職
に
あ
る
者
（
本
庁
に
あ
つ
て
は
主
幹
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る

職
以
上
の
職
に
あ
る
者
、
地
域
機
関
に
あ
つ
て
は
担
当
部
長
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
以
上
の
職

に
あ
る
者
に
限
る
。
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
八
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
を
作
成
」
を
「
の
作
成
及
び
会
計
伝
票
の
発
行
を
」
に
改
め
、
同
項

に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
追
給
又
は
返
納
を
要
し
な
い
も
の
は
、
会
計
伝
票
の
発
行
を
要
し
な
い
。 

第
四
十
六
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
金
払
を
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
部
分
払
の
額
は
、
前
払
金
に
既
納
部
分
又
は
既
済
部
分

に
相
当
す
る
代
価
の
契
約
金
額
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
部

分
払
の
額
か
ら
差
し
引
い
た
額
と
す
る
。 

３ 

部
分
払
の
支
払
回
数
は
、
次
の
各
号
の
定
め
る
回
数
の
範
囲
内
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

契
約
金
額
が
二
千
万
円
未
満
の
場
合 

一
回 

 

二 

契
約
金
額
が
二
千
万
円
以
上
五
千
万
円
未
満
の
場
合 

二
回 

 

三 

契
約
金
額
が
五
千
万
円
以
上
一
億
円
以
下
の
場
合 

三
回 

四 

契
約
金
額
が
一
億
円
を
超
え
る
場
合 

一
億
円
を
超
え
る
金
額
に
つ
き
五
千
万
円
を
増
す

ご
と
に
前
号
の
回
数
に
一
を
加
え
た
回
数 

第
百
十
九
条
の
三
第
二
項
第
一
号
中
「
又
は
都
市
ガ
ス
」
を
「
、
都
市
ガ
ス
又
は
液
化
石
油
ガ

ス
」
に
改
め
る
。 

第
百
二
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
落
札
者
の
決
定
の
失
効
） 

第
百
二
十
九
条 

管
理
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
は
、
落
札
者
を
決
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、



当
該
決
定
を
落
札
者
に
通
知
し
た
後
、
落
札
者
に
対
し
て
、
締
結
す
る
契
約
の
内
容
を
記
載
し

た
書
面
を
速
や
か
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
前
項
の
書
面
が
落
札
者
に
到
達
し
た
日
か
ら
五
日
（
そ
の
期
間
中
に
埼
玉
県
の
休
日
を
定
め

る
条
例
（
平
成
元
年
埼
玉
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
休
日
を
除
く
。
）
以
内
に
当
該
落
札
者
が
契
約
の
締
結
に
応
じ
な
い
と
き

は
、
前
項
の
決
定
は
効
力
を
失
う
。 

第
百
三
十
八
条
第
二
項
第
二
号
中
「
三
万
円
」
を
「
十
万
円
」
に
改
め
る
。 

第
百
四
十
条
の
二
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第

一
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

支

出

命

令 

支
出
負
担
行
為 

行

為

の

種

類 

総
務
課
長 

管
理
部
長 

地
域
機
関
に
お
い
て
第
八

条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
専
決
を
行
う
者 

所 
 

長 

本
庁
に
お
い
て
第
八
条 

の
四
第
一
項
の
規
定
に 

よ
り
専
決
を
行
う
者 

課 
 

長 

部 
 

長 

局 
 

長 

管 

理 

者 

行
為
を
行
う
者 

所
管
の
主
査
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
以
上

の
職
に
あ
る
者 

総
務
課
長 

所
管
の
担
当
課
長
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職

以
上
の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
担
当
課
長
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職

以
上
の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
主
査
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
以
上

の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
主
査
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
以
上

の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
課
長
又
は
所
長 

部
長
及
び
課
長
又
は
所
長 

局
長
及
び
部
長 補

助
す
る
も
の 



 
 

第
百
四
十
条
の
三
第
一
項
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
各
号
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条

の
二
の
二
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
費
用
の
表
「
節
」
の
項
中
「
賃
金
」
を
削
る
。 

別
表
第
三
費
用
の
表
「
節
」
の
項
中
「
賃
金
」
を
削
る
。 

別
表
第
七
の
二
中 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

を
削
り
、
備
考
７
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
七
の
三
中 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

 

を
削
る
。 

様
式
第
四
十
六
号
（
四
）
の
規
定
中
、
「
平
成
」
を
削
る
。 

    

支

 

出 

支
出
負
担
行
為 

に
関
す
る
確
認 

支

出

命

令 

本
庁
の
企
業
出
納
員 

本
庁
の
企
業
出
納
員 

地
域
機
関
に
お
い
て
第
八

条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
専
決
を
行
う
者 

所 
 

長 

本
庁
に
お
い
て
第
八
条 

の
四
第
一
項
の
規
定
に 

よ
り
専
決
を
行
う
者 

財
務
課
の
所
管
の
主
幹
及
び
主
査 

財
務
課
の
所
管
の
主
幹
及
び
主
査 

所
管
の
担
当
課
長
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職

以
上
の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
担
当
課
長
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職

以
上
の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
主
査
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
以
上

の
職
に
あ
る
者 

産
の

取
得

に
係

る
工

事
請

負
費

 

賃
 
 
 
 
 
 
 
　

金
支

出
決

定
の

と
き

。
支

出
し

よ
う

と
す

る
額

固
定

資
産

の
取

得
に

係
る

工
事

請
負

費
 

修
繕

費
、

固
定

資
 

○
◎

賃
金



様
式
第
四
十
八
号
を
様
式
第
四
十
八
号
（
一
）
と
し
、
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

   



 
 

様
式
第
四
十
八
号
（
一
）
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

 

   



様
式
第
七
十
八
号
（
二
）
の
規
定
中
、
「
平
成
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 
こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


